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入 園 の し お り

（重要事項説明書） 
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ダイナシティ保育園の基本理念 

 

● 理念 

子どもとの対話、保護者との対話、保育士同士の対話 

３つの対話の中で、こども・保護者・地域・そして保育士の輪を大切にした、地域に根ざ

した、愛情ある保育園をめざします。 

 

 

● 目指す子どもの姿 

・のびのびと自分を表現できる子ども 

・心身ともに豊かな子ども 

・感謝の心を持った子ども 

 

 

● 教育・安全・食育の輪をつなぐ 

好きなことを見つけ、興味の輪を広げられる。 

全ての子ども達の楽しい生活の場所として保育を行っていきます。 
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■園の概要 

施設の名称 ：  ダイナシティ保育園 

運営形態 ： 企業主導型保育所 

所在地 ： 神奈川県小田原市中里 208ダイナシティウエスト 4Ｆ 

開園年月日  ： 2017年 4月 1日 

電話／FAX ： 0465-44-4366／0465-44-4015 

 

 

■職員構成 

 施設長（園長）・保育士・看護師・子育て支援員・事務員・栄養士（委託） 

・園医（嘱託） 

 

■開園日：月曜日 から 日曜日 

 

 

■施設概要 

 構造 ４階建４階部分 延床面積 204.47㎡ 

 屋外遊技場（代替場所） マロニエ広場 821.27㎡ 

 

 

■受け入れ年齢 

生後７ヶ月目から就学前まで 

 

 

■定員 

30名 

（従業員枠：12名、自社枠：3名、地域枠：15名） 

 

 

■保育時間 

開園時間 ８：００～２１：００ 

  ※入園直後の保育時間はお子さまの負担を軽くし、保育園生活に無理なく慣れてい

くために、短い時間から徐々に保育時間を延ばしていきます。お子さまの様子や

申請時間の長さによって相談しながら進めていきますので、ご了承ください。 

 

 

 

 



4 

 

 

■利用料（月額）：前月 20日引落   口座引き落としもしくは振り込み（単位：円）   

表Ａ 0歳児 1・2歳児 3歳児 4・5歳児 備考 

月 16 日以上 40,000 40,000 39,000 37,000  

月 15 日以内 3,300 3,300 3,000 3,000  

■無償化対象児童  対象児童：○保育の必要性があるすべての 3～5歳児 

  （単位：円）         ○保育の必要性がある住民税非課税世帯の 0～2歳児 

表Ｂ 0歳児 1･2歳児 3歳児 4･5歳児 

保護者負担額 

副食費 ① - - 5,000 5,000 

園費（主食費+教育費

など） ② 
3,300 3,300 5,000 6,000 

保護者負担額 ①+② 3,300 3,300 10,000 11,000 

      

無償化対象額 基本保育料 37,100 37,000 26,600 23,100 

※地域枠でご利用の無償化対象児童の保護者様は、お住まいの市区町村の支給認定証の提出が 

 必要になります。 

※月間の利用日数、預かり年齢に基づき、利用料を設定いたします。 

※利用料には、「副食費」および「園費」(主食費・教育費など)が含まれています。 

※2人以上同時在園となる場合には、利用している児童の中で年齢の高い順から数えて上から 

2番目以降の児童の利用料（月 16日以上の方のみ）が半額となります。 

但し、兄弟共に無償化対象児童の場合は適用になりません。 

※自社枠の児童は、利用料（月 16日以上の方のみ）が半額となります。 

但し、無償化対象児童の場合は適用になりません。 

※月途中の入園につきましては、利用日数に基づく利用料をお支払いいただきます。 

※月途中の退園につきましては、日割りを適用せず、一か月分の利用料をお支払い 

いただきます。 

※年度途中の退園につきましては、当月の 25日までにお申し出ください。申出の期限を 

 過ぎた場合、翌月分の利用料は違約金としてお支払いいただきます。 

※休園できるのは年度で連続２か月までとし、休園中も利用料のお支払いが必要となります。 

休園中の日割り契約変更は行っておりません。 

※地域枠の方は 2歳児までのご利用になりますので、ご了承ください。 
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■その他の費用について  ※無償化の対象とはなりません 

 全年齢共通 

入園準備費用 ※1 20,000円 

夕補食（1回） 100円 

夕食（1回） 250円 

傷害保険掛金保護者負担分 ※2 

（日本スポーツ振興センター） 
210円/年 

※1 入園準備費用：セキュリティカード（登録事務手数料を含む）、 

帽子、名札、防災頭巾 

（セキュリティカードを紛失された場合は、再発行手数料として 2,000円をお支払い

ただきます。） 
 

※2 保険加入に同意の上、お支払いただきます。 

 

■嘱託医 

入所時の健康診断につきましては、嘱託医の浜町小児科医院での受診をお願いします。 

病院名 医師名 住所 電話番号 

浜町小児科医院 遠藤 徳之 小田原市浜町 1-14-3 0465-22-2238 

診療科目：内科 小児科 

診療時間：（月～金）8：30～11：30 16：00～17：30 

     （土）   8：00～11：30 

休 診 日：日曜 祝日 

委託内容：①入所時健康診断 

     ②年２回の定期健康診断 

 

病院名 医師名 住所 電話番号 

武田歯科医院 武田 道彦 小田原市久野 1080-6 0465-34-0088 

診療科目：歯科 

診療時間：9：00～13：00 14：30～19：00 

休 診 日：木曜 日祝日 

委託内容：定期歯科検診 

 

■健康診断について 

（１）身体測定 

毎月、身長・体重の測定を行います。 

結果については各児童票及びコドモンにて配信いたします。 

（２）健康診断              

嘱託医が来園し、健康診断（年 2回）及び歯科検診（年 1回）を行います。 

※結果についてはコドモンにて配信いたします。 

※0歳児については健康診断を毎月行います。 
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■給食について 

保育園では園内厨房にて毎日給食・離乳食を作り、給食を通して規則正しい食習慣と食

生活の向上を図ります。安全・安心な旬の物を取り入れ、楽しくみんなで食べる事で

「食」の大切さを自然に感じ、心身ともに健康な体作りをいたします。 

 

昼食・おやつ 毎月末に翌月の献立を配信します。 

アレルギー対応 

医師の診断書に従い、除去食・代替食をご用意します。 

面談の際、必ずお申し出ください。 

（保護者の方の判断のみでの除去はできません） 

衛生管理 
集団給食施設届出を保健所へ提出しています。 

調理員及び保育士は毎月細菌検査を行っています。 

 

★アレルギーのお子さまの食事について 

除去食は、親子共に心理的な負担となることが多く、かなり多くの制限のある除去食の

場合は、発育障害や栄養失調などの危険性もあるため慎重にすすめなければなりませ

ん。 

保護者の独自の判断で食物除去をしないようにし、定期的にアレルゲン抗体検査や診断

を受け、医師の指示に従ってすすめるようにします。 

卵、牛乳、小麦は３大アレルゲンとしてもよく知られていて除去するケースも多いので

すが、そば、ピーナッツのようにたまにしか使わない食品であっても、食べてしまうと

激しいショック症状を起こしやすいものもあり、保護者や医師との連携を密に取り合う

ことは大変重要です。 
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■１日の生活の流れ 

  0歳児 1・2歳児 3・4・5歳児 

8:00 順次登園  順次登園    順次登園    

             

9:30 おやつ おやつ     朝の会     

  朝の会 朝の会   主活動・戸外活動   

 主活動・戸外活動 主活動・戸外活動     ・室内遊び等  

     ・室内遊び等    ・室内遊び等      

11:00 ミルク・給食 給食    給食    

12:00 お昼寝  お昼寝    お昼寝    

             

15:00 ミルク・おやつ おやつ     おやつ     

  帰りの会  帰りの会     帰りの会    

  順次降園  順次降園    順次降園    

  合同保育   合同保育     合同保育     

18:00 ミルク         

  補食・夕食  補食・夕食    補食・夕食    

21:00 閉園   閉園     閉園     
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■持ち物 

０歳児 １・２歳児 ３・４・５歳児 

 

 紙おむつ５～８枚 

 おしりふき 

 着替え３セット 

（予備２・毎日１） 

 スタイ（必要児） 

 ウェットティッシュ 1パック 

※パラベン・アルコール不使用 

（口拭き用） 

 スーパーのビニール袋 １枚  

（汚れ物入れに使用） 

 小さめのビニール袋  １枚  

（使用したエプロン・タオル専用） 

 ビニール袋１箱 

 エプロン２枚 

 バスタオル（お昼寝用）1枚 

 哺乳瓶（決まった物が良い方） 

 カラー帽子 

 靴下 

 靴 

(つかまり立ちが出来る児から 

持参） 

 避難用厚手の靴下 

 水筒（マグマグ等） 

 ハンドタオル 

 砂場着（長袖） 

 冬用上着（１１月頃） 

 シーツ 

 

 

 紙おむつ又は紙パンツ 

 おしりふき 

 着替え３セット 

（予備２・毎日１） 

 ウェットティッシュ 1パック 

※パラベン・アルコール不使用 

（口拭き用） 

 スーパーのビニール袋  １枚  

（汚れ物入れに使用） 

 小さめのビニール袋  １枚  

（使用したエプロン・タオル専用） 

 ビニール袋１箱 

 エプロン２枚 

 バスタオル（お昼寝用）１枚 

 カラー帽子 

 靴下 

 靴 

 避難用靴 

 水筒（マグマグ等） 

 フェイスタオル（２歳児のみ） 

 ハンドタオル 

（１歳児は通年、 

２歳児は 4～9月の間） 

 砂場着（長袖） 

 コット用シーツ 

 冬用上着（１１月頃） 

 

 

 

 ウエットテッシュ １パック 

※パラベン・アルコール不使用 

（口拭き用） 

 歯磨きセット 

（歯ブラシ・コップを巾着に入れ

て） 

 着替え２セット 

 ビニール袋１箱 

 スーパーのビニール袋 １枚 

（汚れ物入れに使用） 

 バスタオル（お昼寝用）１枚 

 フェイスタオル １枚 

 靴下 

 水筒 

 通園バック 

（リュックサック） 

 移動式ポシェット 

（ミニタオル・ポケットティッシュ 

を入れて） 

 避難用靴 

 クレヨン（１６色） 

 色鉛筆（１２色） 

 自由画帳 

（Ｂ４サイズのリングタイプ） 

 冬用上着（１１月頃） 

 シール帳 

 マスク 

 カラー帽子 

 コット用シーツ 

 

☆すべての持ち物に記名を忘れないようお願いいたします。 

☆フード付の衣類は危険を伴いますので、避けていただきますようお願いいたします。 

☆歯ブラシ・コップの使用時期はお子さまの成長を見てお知らせします。 

☆バスタオル・カラー帽子・コット用シーツは週の希望日にお持ち帰り頂き、洗濯を済

ませて次回登園日にお持ちください。 

1週間に 1度は洗濯してください。 
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☆お昼寝用お布団、シーツ（0歳児）、コット用シーツ（1～5歳児）は保育園でご用意

いたします。 

※コット用シーツのゴムが伸びてしまった場合の付け替えは、ご家庭でお願いいたし

ます。 

 ゴムのサイズ：幅 1.5ｃｍ 長さ 30ｃｍ 

☆カラー帽子、シール帳は園でご用意いたします。 

 

■ご利用上の注意点 

（１）登降園について 

・送り迎えは原則として保護者の方とします。保護者の方以外がお迎えに来られる 

 場合は、事前にご連絡をお願いいたします。また、身分証のご提示をお願いすること

もあります。 

・各ご家庭の保育利用時間はコドモンの打刻にて管理させて頂きます。 

※登園時はお子様を保育士に預け保護者の方が玄関を出る直前で打刻をしてください。 

※降園時は保護者の方が玄関を入られてすぐ打刻をして入室ください。 

・車での登降園の場合は、敷地内外の道路には止めず、必ず駐車場に停めてください。 

 

（２）登園について 

・健康状態等気になる事を職員にお伝えください。 

・必要に応じて個人カゴの補充をお願いいたします。 

・食べ物やおもちゃ、お金等は持ち込まないようにお願いいたします。 

・引渡の前にお子さまのトイレ、おむつ交換をしてください。 

 

（３）降園の時 

・個人カゴ内の衣類等確認をしてください。 

・掲示板やその他連絡事項はこまめにご確認をお願いいたします。 

・玄関を出るときは先にお子さまだけで出さないようにお願いいたします。 

 

（４）ご連絡が必要な事項 

・保育園をお休みする時・遅刻する時 

９：００までにご連絡ください。 

具合が悪い場合、お子さまの状況もお知らせください。 

※連絡がなくお休みされた場合には、園より確認の電話をさせていただきます。 

・登園希望時間より 30分以上遅刻する時 

・登園やお迎えの時間が変更になった時 

・送迎の方が変更になった時 

・申請している事項が変更になった時 

 住所、勤務先、携帯番号等、保育園に申請している事項に変更があった場合は 

 速やかにご連絡ください。 
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■ご家庭との連携 

≪園からのお知らせ≫ 

コドモン配信 
月１回 園だより、保健だより、給食だより、献立表 

毎日 連絡帳 

コドモン配信・掲示板 随時 緊急的なお知らせ 等 

 

≪連絡帳≫ 

乳児期は食事・睡眠等１日２４時間での生活を把握し、ご家庭と連携を取りながら保育

をすることが大切です。コドモンにてご家庭の様子や今朝の体温、食事や排せつについ

てご連絡ください。保育園では園生活での様子等を毎日連絡いたします。 

 

≪お子さまの様子をお伝えするために≫ 

・保育参加等は随時日程をお知らせしますが、その他にもご希望がございましたら 

職員までご相談ください。 

・個人面談を実施します。 

・保護者懇談会を実施します。 

 

■保健衛生について 

≪こんな時はお知らせください≫ 

朝起きていつもと違う時 

・食欲がない  ・熱っぽい  ・ごろごろしている  ・咳がでる  ・吐いた 

・薬を飲んでいる  ・下痢  ・その他気になる症状がある時 

 

≪こんな時はお知らせします≫ 

・熱が出た（平熱より１℃以上又は 37.5℃以上を目安にご連絡します） 

・発疹が出た 

・ひどい下痢や嘔吐がある 

・ケガをした 

※症状によってはお迎えをお願いいたします。 

 

≪こんな時はお休みをお願いします≫ 

・熱がある（目安：平熱より１℃以上） 

・２４時間以内に３８℃以上の熱が出た場合、又は解熱剤を使用している場合。 

 （厚生労働省「保育所における感染症ガイドライン」より） 

・発疹がある 

・下痢、嘔吐が続いている 

・集団保育が難しい場合 

・感染症にかかった ※別表「感染症について」参照 
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≪その他≫ 

・具合が悪くなった場合はお迎えのご連絡をします。 

 できる限り早くお迎えをお願いいたします。 

・身体の清潔に気を配りましょう。 

・薄着の習慣をつけましょう。 

 子どもは動きが活発です。身体に合わない服装やブカブカの靴、サンダルはケガの 

 原因にもなります。 

・早寝早起きを心がけ、朝ご飯をしっかり食べて登園しましょう。 

 

■与薬について 

※原則として保育園での与薬はできません※ 

やむを得ない事情によりどうしても与薬が必要な場合は、保育園までご相談ください。 

薬によっては、保育園に通っている旨を伝えれば朝・夕１日２回の処方に変えてくれる

場合もございます。医師又は薬剤師とご相談ください。 

 

≪与薬時の注意事項≫ 

・病院の処方による薬で、以前に飲んだことがあり、異常がなかったもの 

 （市販のもの、初めて飲むものはお預かりできません） 

・「与薬依頼書」に必要事項を記入の上、薬の成分説明書を必ず添付してください。 

・薬には必ず目立つよう、記名をしてください。 

・与薬が数日に及ぶ場合でも、１回分ずつ保育園にお持ちください。 

・処方されたものでも、解熱剤・座薬はお預かりできません。 

・喘息の吸入はできません。 

 

・与薬については医師の処方のもと保護者から依頼を受け、代行して保育園が行ってい

る点をご理解頂き、薬に関する責任は一切負うことはできない旨をご了承ください。 

 

■感染症について 

学校保健法に準用し、保育園においても感染症にかかった場合は出席停止の措置を取ら

せて頂きます。 

感染症が発生した場合は、保護者の皆様へ発生状況を速やかにお知らせし、拡大防止と

予防に努めていきます。お子さまや同居のご家族が感染症にかかった場合は、速やかに

保育園までご連絡ください。 

感染症にかかり、登園を再開する際には保育園指定の書類が必要です。 
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≪登園許可証が必要な感染症≫ 

※登園許可証とは病院で医師に記入してもらう書類です 

病名 感染しやすい期間 登園のめやす 

百日咳   
特有の咳が消失するまで、又は 

5 日間の適正な服薬治療が終了  

麻しん（はしか） 
発症 1 日前から発疹出現後の 

4 日後まで 
解熱後 3 日経過 

 

 

流行性耳下腺炎 

（おたふくかぜ） 
発症 3 日前から発症後 4 日程度 

腫れが出現してから 5 日経過 

かつ、全身状態の良好 

 

 

風しん 
発疹出現前 7 日から 

出現後 7 日間程度 
発疹の消失 

 

 

水痘（みずぼうそう） 
発疹出現 2 日前からカサブタに 

なるまで 
全ての発疹のカサブタ化 

 

 

髄膜炎菌性髄膜炎 - 感染の恐れがなくなるまで 
 

 

咽頭結膜熱 

（アデノウイルス感染症・プール

熱） 

症状が出現した数日間 主な症状が消え、2 日経過 

 

 

結核 - 感染の恐れがなくなるまで 
 

 

腸管出血性大腸菌感染症 

（Ｏ-157、Ｏ-26、Ｏ-111 等） 

呼吸器から 1～2 週間程度 

便から数か月間排出 

症状が治まり、かつ服薬が終了し 

2 日あけて連続 2 回の検便によって 

いずれも陰性が確認 

 

 

 

流行性角結膜炎（アデノウイルス感

染症） 

充血、目やに等の症状が出現した数

日間 
結膜炎の症状が消失していること 

 

 

急性出血性結膜炎 - 感染の恐れがなくなるまで 
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≪登園届が必要な感染症≫ 

※登園届とは医師の診断を受け、保護者が記入する書類です 

 

病名 感染しやすい期間 登園のめやす 

溶連菌感染症 発症時と投薬開始後１日間 
抗菌薬内服後 24 時間経過し、発

熱、発疹等の症状が回復するまで 

 

 

 
 

手足口病 
手・足・口に水疱・潰瘍が発症 

した数日間 

水疱・潰瘍の影響がなく、普段の

食事がとれること 

 

 

 

伝染性紅斑（りんご病） 発しん出現前の１週間 全身状態が良い 
 

 

ヘルパンギーナ 

急性期の数日間 

(便にて一カ月程ウイルスを 

保菌している場合あり) 

水疱・潰瘍の影響がなく、普段の

食事がとれること 

 

 

 

マイコプラズマ肺炎 発症時と投薬開始後数日間 
発熱や激しい咳が治まっているこ

と 

 

 

ウイルス性胃腸炎 

(ノロ、ロタ、アデノウイルス) 
症状がある間と消失後一週間 

嘔吐、下痢等の症状が治まり、普

段の食事がとれること 

 

 

 

RS ウイルス感染症 呼吸器症状のある間 
呼吸器症状が消失し、全身状態が

良いこと 

 

 

 

帯状疱しん 水疱を形成している間 
すべての発しんがかさぶたになる

こと 

 

 

 

突発性発しん ― 解熱し機嫌と全身状態が良いこと 
 

 

新型コロナウイルス感染症 発症後 5 日間 

発症後 5 日経過し、かつ軽快後 1 日

経過 

（無症状の感染者の場合は、検体摂

取日を 0 日目として、5 日を経過する

こと） 

 

 

 

インフルエンザ（A・B） 発症 1 日前から発症後 3 日程度 
発症後 5 日経過し、 

かつ解熱後 3 日経過 
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≪嘔吐・下痢・血液で汚れた衣類について≫ 

感染症が考えられる嘔吐・下痢・血液で衣類が汚れた場合、園にて洗濯等を行うとウイ

ルスによる感染拡大の危険性が懸念されます。その為、汚れたままビニール袋に入れて

お持ち帰り頂きます。あらかじめご了承ください。 

【理由】 

・汚れた衣類を迅速にビニール袋に入れ処理することにより、空気感染を最小限に 

 抑える 

・汚れた衣類を扱う事で、保育士及び園児への感染拡大の危険がある 

・園内で熱湯消毒することが不可能 

 

≪予防接種について≫ 

予防接種は様々な感染症の予防や、感染しても軽い症状ですむことを目的としていま

す。保育園は集団生活の為、主治医の先生と相談しながらできる限り接種するようにお

願いします。なお、接種当日は発熱等体調が急変する場合がございますので、ご家庭で

ゆっくりとお休みいただくことをお勧めします。 

受けられた接種の種類、年月日を保育園までお知らせください。 

 

≪慢性疾患について≫ 

アレルギー疾患・心臓疾患・けいれん性疾患・喘息等については診断書が必要な場合が 

あります。 

アレルギー疾患等で除去食が必要な場合は主治医による診断書や意見書が必要です。 

また、定期的に年１回意見書をご提出頂き、今後のお子さまの健康管理についてのご相

談をさせて頂きます。 

 

≪緊急時の対応≫ 

【緊急連絡方法】 

お子さまの急な病気やケガの時にご連絡いたします。 

・緊急連絡票の第一連絡先からご連絡いたします。 

・子どもはケガをしたり、友達と時には喧嘩をしながら成長していきます。 

 もし、お子さまがケガをした場合、状況に応じ園医又は近隣の病院にて受診します。 

・出張等で普段と違う連絡先になる場合は、必ずお知らせください。 

 その時に保育園までの所要時間もお知らせください。 

 

■管轄救急隊・警察署 

消防署：小田原消防署 

警察署：鴨宮川東交番 

 

 

 

 



15 

 

■非常災害時の対策 

震災救援所（最寄の避難場所）：ダイナシティウエスト 

広域避難場所（食料・水の備えてある避難場所）：小田原市立下府中小学校 
 

 

☆防火管理責任者：土屋 今日子 

☆避難訓練：火災及び地震を想定した避難・消火訓練を月１回実施します。 

 

≪災害時備蓄品≫ 

備蓄食品 用意している物資 

飲料水 緊急時持ち出しリュック 

クッキー・パン 懐中電灯 

お米 カセットコンロ 

おかゆ 乾電池 

ミルク 救急セット 

その他簡易調理で食べられるものを 

随時入れ替えて備蓄します 

哺乳瓶 

軍手・ロープ 

保護者緊急連絡先 

 

■大地震・大災害が発生した場合 

① 大規模地震警戒宣言が発令された場合 

登園前 臨時休園する場合があります。 

 

在園時 

 

1. 園児を安全な場所に集め、速やかに保護者の方にお引き渡しで

きる体制を取ります。 

2. 保護者の方は、テレビ・ラジオなどで情報を得た時点で速やか

にお迎えに来てください。 

3. 翌日以降は状況により臨時休園となります。 

 

② 火災・地震で保育園に被害があった場合 

登園前 臨時休園する場合があります。 

 

在園時 

 

1. 園児を安全な場所に集めて避難させます。 

2. 行き先はコドモンにて配信しますので、速やかに避難場所にお迎

えに来てください。 

3. 翌日以降は状況により臨時休園となります。 

 

 

 

 

 

 

小田原市立下府中小学校 神奈川県小田原市酒匂 930 0465-47-3364 
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③ 風水害またはその恐れがある場合 

登園前 臨時休園する場合があります。 

 

 

在園時 

 

 

1. 台風・集中豪雨等の注意報または警戒が発令された場合は、テレ

ビ、ラジオ等により気象情報を常に確認し、被害の恐れのある場

合は自主的に早めにお迎えに来てください。 

2. 暴風雨の最中の帰宅にならないようにしてください。 

3. 交通機関の不通などによりお迎えが遅れる場合は、必ず園に電話

連絡してください。 

 

④ 大雪またはその恐れがある場合 

登園前 臨時休園する場合があります。 

 

 

在園時 

 

1. 大雪の注意報または警戒が発令された場合は、テレビ、ラジオ等

により気象情報を常に確認し、雪害の恐れのある場合は自主的に

早めにお迎えに来てください。 

2. 交通機関の不通などによりお迎えが遅れる場合は、必ず園に電話

連絡してください。 

 

☆緊急時に備えて、保護者の方以外にお迎えに来られる方を家族内でご相談ください。 

☆お迎えや避難方法、連絡手段について日頃よりご家族で話し合っておいてください。 

☆毎月避難訓練を実施し、年１回大規模災害を想定した保護者参加の「引き渡し訓練」

を実施しています。積極的にご参加ください。 

☆不審者対策訓練も定期的に行っています。 

 

■補償 

お子さまのケガ等には十分注意して保育していますが、万が一、ケガや設備備品・個人

の持ち物を壊してしまった場合には保育園が加入している保険制度により補償させて頂

きます。 

 

☆賠償責任保険 

 対人賠償

（上限） 

対物賠償

（上限） 

事故例 

1名 2億円 ― ・お友だちに押されて骨を折ってしまった 

1事故 5億円 2百万円 ・天井が落下し、複数人ケガをした 

・散歩中に停めてあった自転車を壊してしまった 
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☆傷害保険（独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

種類 給付金額 

医療費（負傷・疾病） 診察医療費総額の 4割額 

障害見舞金 4,000万円～88万円 

（通園中の災害の場合は半額） 

死亡見舞金（運動等の行為） 

    （乳幼児突然死症候群） 

3,000万円（通園中の災害の場合は半額） 

1,500万円 

※傷害保険（独立行政法人日本スポーツ振興センター）の加入には、保護者の方の同意

が必要になります。同意いただけない方はご相談ください。 

※掛金保護者負担分として、210円/年お願いしております。 

（要保護世帯の方は、負担金が異なりますので、ご相談ください。） 

※かかった医療費が少額の場合は、対象にならないこともありますので、ご了承くださ

い。 

 

■運営委員会について 

運営委員会とは、園長・法人・第三者委員・保護者の代表の方で構成された、よりよい

保育を目指すことを目的とした委員会です。 

園長及び法人が保育園の運営状況をご報告し、ご意見を頂きながらたくさんの人が満足

できる保育園を目指します。 

 

■虐待防止について 

当園を利用する子どもの人権擁護・虐待の防止のために必要な体制を整備し、職員によ

る虐待等の行為の禁止、虐待防止や人権に関する啓発のための職員研修の実施など、児

童虐待防止に必要な措置を講じます。 

職員または養育者による子どもへの虐待を発見した場合には、児童虐待の防止等に関す

る法律の定めに従い、児童相談所等適切な関係機関に通報します。 

 

■保育内容に関する相談・苦情 

当園のことでお気づきの点がございましたら、ご遠慮なくお知らせください。 

保育についてのお悩み、ご意見、ご要望などがございましたら、送迎時に職員に伝えて

いただくか、または園長にご相談ください。 

当園では、可能な限り保護者の皆様のご要望にお応えしたく最大の努力をして参りま

す。また、直接要望等を伝えるのが苦手、あるいは匿名で・・という方には、意見箱の

設置をしますので、そちらに投函ください。園から回答を掲示させていただきます。 

 

☆保護者相談窓口 

苦情解決責任者： 園長 土屋今日子  03-5962-7869 

苦情受付担当者： 主任 小野内みさ代 03-5962-7869 

第三者委員： ①社会福祉法人明王会 理事 須藤 誠（090-7265-5282） 

       ②社会福祉法人きらぼし 理事 岡崎 玲子（090-3240-6495） 
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☆苦情解決の方法 

① 苦情の受付 

苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 

なお、職員に直接伝えるのはちょっとという方は、園のご意見箱に直接苦情等を投

稿してください。 

※無記名での投稿も可ですが、無記名の場合回答が難しい場合もあります。 

② 苦情受付の報告・確認 

苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。 

③ 苦情解決のための話し合い 

苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

その際、本部運営担当者や外部の運営委員が同席させていただく場合があります。 

④ 都道府県「運営適正化委員会」の紹介 

本事業者で解決できない苦情は、東京都社会福祉協議会に設置された運営適正化委員

会に申し立てることができます。 

 

■個人情報の取り扱いについて 

在園・卒園される皆様の個人情報は、本園の「個人情報保護方針（プライバシーポリ 

シー）」に基づき、適切に取り扱うこととしており、他の目的で使用することはありませ

ん。 

個人情報の利用目的について 

①保育室内に氏名や写真を掲示する等園生活が円滑に行われるために使用することがご

ざいます。 

②子どもたちが適切な保育・教育を受けられるように、医師や保健センター、児童通所

支援施設、心理相談員等と連携することがあり、その際必要な情報を開示することがご

ざいます。 

③適切な運営および助成金関係手続きのため、内閣府、公益財団法人児童育成協会、居

住市区町村および都道府県へ個人情報を提供することがございます。 

 

個人情報保護方針・プライバシーポリシーについて    

ダイナシティ保育園（以下、当園といいます）は、プライバシー・個人情報（以下、個

人情報といいます）の保護を重要な課題と考え、ネットワーク社会における責務を果た

してまいります。また、保育事業を通じて取り扱う園児の個人情報、関連する保護者の

個人情報ならびに当園職員の個人情報それぞれの保護を重大な社会的責任と認識し、個

人の権利の保護、個人情報に関する法規制を遵守し個人情報保護マネジメントシステム

の構築及び継続的改善にむけて全職員を挙げて取り組むことを宣言します。 
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① 当園が行う事業活動を通じて得る個人情報は、園児・保護者の利益につながることを

前提に業務上必要な範囲に限定します。また、明確な利用目的の合意の範囲を超えた

利用・提供は一切行わないものとします。 

② 個人情報の利用に際し、外部へ業務を委託する場合は、当園の個人情報保護方針を遵

守し、得る管理体制を有する委託先を選定し、適切な指導・監督をするものとしま

す。 

③ 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、減失または棄損等のリスクに関して

は、合理的な安全体制を講じ予防並びに是正に努めます。また、最新の技術動向に合

わせた経営資源を注入し、個人情報セキュリティー体制を継続的に向上させます。 

④ 個人情報に関する法令、国が定める指針およびその他の規範を遵守します。 

⑤ 園児・保護者のニーズ、最新のＩＴ技術の動向を踏まえ、適時・適切に個人情報保護

マネジメントシステムを見直し、継続的改善を行います。 

⑥ 本方針は、全職員に配布し、周知・徹底します。また、職員各自の教育・啓発に努

め、個人情報保護意識の高揚を図ります。 

 

当園が行う行事等におけるビデオ・写真等の記録の管理について 

① 当園は行事や日常生活におけるビデオ・写真撮影を子どもの適切な成長に役立つもの

としてとらえ、必要に応じて撮影を行います。 

② なお、記録を望まない保護者は事前・事後にかかわらず申し出ていただくことで関係

する部分の消去を行い、掲示や配布も控えさせていただきます。 

③ 当園のホームページに使用する個人情報に該当する写真等については、特定できない

解像度で掲載するか、または保護者への確認を取ることとします。 

④ 行事や日常生活の写真等の記録を業者に依頼する場合は、業者が当園の個人情報保護

方針の趣旨を理解・承諾した上で発注を行います。 

⑤ 行事において保護者が記録するビデオ・写真等については、当園の個人情報保護方針

の趣旨をご理解いただくと共に、むやみに第三者への提供を行わないようにしてくだ

さい。 
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ダイナシティ保育園 

所在地 神奈川県小田原市中里 208 

     ダイナシティウエスト 4Ｆ 

対象年齢 生後７か月～就学前まで 

定員 30名 

開園時間 月曜日～日曜日 

8：00～21：00 

連絡先 ＴＥＬ：0465-44-4366 

 ＦＡＸ：0465-44-4015 

保育園ＨＰ http://www.dynacity-hoikuen.com 

 

アクセス 

 

 

  ※ダイナシティウエスト 4階 無印良品横 

 

 

 

設置者 

株式会社ダイドーフォワード 

〒101-8619 東京都千代田区外神田 3-1-16     

 

管理者・運営会社 

株式会社ディアローグ 

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-8-12 第一生命ビルディング 7階 

ＴＥＬ：03-5962-7754  ＦＡＸ：03-5962-7756 

 

 

2024.4改定 



◇保育提供可能時間　月曜日から日曜日　８：００～２１：００　　

◇定　員　　　　　  ０歳児～５歳児　３０名 （自社枠 ３名　従業員枠 １２名　地域枠 １５名）  

◇保育内容・利用料金　　別表　

◇保育従事者等の配置
施設長１名／常勤保育士13名／非常勤保育士3名／子育支援員2名／看護師１名／調理員3名／事務員1名

◇建物設備の規模及び構造　鉄筋コンクリート造　延床面積２１５．１９㎠

◇主な設備
　３・４・５歳児室　５２．１０㎡ 　２ 歳 児 室　１７．９１㎡
　０・１歳　児　室　４５．３６㎡ 　調 理 室　　 １７．６５㎡

〇内科　 浜町小児科医院　　年２回の定期健康診断を実施しています。
　　〒２５０－０００４　小田原市浜町１－１４－５　　℡０４６５－２２－２２３８

〇歯科 　武田歯科医院　　　年１回の定期歯科検診を実施しています。
　　〒２５０－００５５　小田原市久野１０８０－６　　℡０４６５－３４－００８８

◇緊急時における対応方法
〇お子さんの事故や緊急時等の保護者との連絡方法

・緊急連絡先として御提出いただいている連絡先へお電話します。

〇緊急時における関係機関の連絡先
・株式会社ディアローグ　　℡０３－５９６２－７７５４
・施設長業務携帯電話　　　℡０８０－７９９７－６２６１
・ダイナシティ　　　　　　℡０４６５－４７－４４７９

◇非常災害対策
〇災害時における関係機関等の連絡先

・上記緊急連絡先と同じ

〇災害時の避難場所及び避難方法
・震災救援所（最寄の避難場所）：ダイナシティウエスト
・広域避難場所：小田原市立下府中小学校
・当園では、震災救援所、広域避難場所まで徒歩または避難車で避難します。

〇災害時の保護者との連絡方法
・緊急連絡先への電話
・コドモン

〇避難訓練の実施状況
・避難訓練年間計画に基づき毎月実施しています。

◇虐待対応マニュアルに基づき、対応します。

施設の所在地　　〒２５０－０８７２

               　                                  　 ℡０４６５－４４－４３６６

事業開始年月日　２０１７年４月１日

設　置　者　　　株式会社ダイドーフォワード　代表　萩原　秀敏

管　理　者（施設長）　土屋　今日子

設置者が過去に事業停止命令または施設停止命令を受けたか否か　無し

サービス内容・利用料の変更及びその理由　変更なし（2023年4月1日時点）

　　　　　　　 　　   　　　神奈川県小田原市中里２０８　ダイナシティウエスト４階

　　　　　　　　 　　　　東京都渋谷区渋谷３－８－１２　渋谷第一生命ビルディング７階    

提供するサービス

施設の概要

緊急時・災害時の連絡

当施設は児童福祉法第３５条の認可を受けていない保育施設（私設保育施設）として、同法第５９条の２に基づ
き神奈川県福祉子どもみらい部次世代育成課（０４５－２１０－４６６３）へ設置を届出ています。

提携医療機関

虐待の防止のための措置

・「コドモン」より、園からの連絡事項をメール送信します。

また、虐待防止のための定期的な研修を実施しています。



 

 

 

■利用料（月額）：前月 20日引落   口座引き落としもしくは振り込み（単位：円）   
表Ａ 0歳児 1・2歳児 3歳児 4・5歳児 備考 

月 16日以上 40,000 40,000 39,000 37,000 
月曜～日曜 週 5日 
1日 11時間以内 

月 15日以内 3,300 3,300 3,000 3,000 
1日 
11時間以内 

 
■無償化対象児童  対象児童：○保育の必要性があるすべての 3～5歳児 
  （単位：円）        ○保育の必要性がある住民税非課税世帯の 0～2歳児 

表Ｂ 0歳児 1･2歳児 3歳児 4･5歳児 

保護者負担額 

副食費 ① - - 5,000 5,000 

園費（主食費+教育費な
ど） ② 

3,300 3,300 5,000 6,000 

保護者負担額 ①+② 3,300 3,300 10,000 11,000 

      

無償化対象額 基本保育料 37,100 37,000 26,600 23,100 

 

 
■その他の費用について  ※無償化の対象とはなりません 

 全年齢共通 

入園準備費用 ※1 20,000円 

夕補食（1回） 100円 

夕食（1回） 250円 

傷害保険掛金保護者負担分 ※2 
（日本スポーツ振興センター） 

210円/年 

※1 入園準備費用：セキュリティカード、帽子、名札など 
 

※2 保険加入に同意の上、お支払いただきます。 
 
■加入している保険 

☆賠償責任保険 

 対人賠償（上限） 対物賠償（上限） 

1 名 2 億円 ― 

1 事故 5 億円 2 百万円 

 
☆傷害保険（独立行政法人日本スポーツ振興センター） 

種類 給付金額 

医療費（負傷・疾病） 診察医療費総額の 4 割額 

障害見舞金 4,000万円～88万円 （通園中の災害の場合は半額） 

死亡見舞金 
運動等の行為 3,000万円（通園中の災害の場合は半額） 

乳幼児突然死症候群 1,500万円 

※2 傷害保険（独立行政法人日本スポーツ振興センター）の加入には、保護者の方の同意が必要に 
なります。同意頂けない方はご相談ください。 
掛金保護者負担分として、210 円/年をご負担いただきます。 
（要保護世帯の方は、負担金が異なりますので、ご相談ください。） 
 

・詳しくは「入園のしおり」に記載してあります。 

 

 


